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Ⅰ．整備管理者の役割 
１．整備管理者制度の趣旨及び目的 
整備管理者制度は、本来、使用者が道路運送車両法第４７条の規定等に基づき、その

使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境

保全を図るための注意を払うべきであるものの、使用する自動車の台数が多い場合には

使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧に

なるおそれがあること、大型バスのような車両構造が特殊なものや、大型車タイヤの脱

着等、事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には専門的知識をもって車両管

理を行う必要があること等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって車両の管理を

行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環

境保全を図るために設けられている。 
 
２．整備管理者の選任を必要とする使用者 
（道路運送車両法施行規則第３１条の３） 

事業用 
バス（乗車定員１１人以上） １両 
タクシー・トラック ５両 
軽トラック １０両 

自家用 

バス（乗車定員３０人以上及びレンタカー） １両 
バス（乗車定員１１人以上２９人以下） ２両 
トラック等（乗車定員１０人以下で車両総重量８ｔ以上） ５両 
レンタカー（乗車定員１０人以下） １０両 

 
３．整備管理者になるために必要な資格 
（道路運送車両法施行規則第３１条の４） 
① 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備

の管理に関して２年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修（整備管

理者選任前研修）を修了した者 
② 自動車整備士技能検定に合格した者（１級、２級又は３級） 
③ 上記の技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有

する者 
上記①～③のいずれかを満足し、かつ、整備管理者の解任命令を受けたことがある場合、

解任の日から２年を経過していること。（※選任が乗車定員11人以上の自動車１両（自家用で乗車定

員11人以上29人以下の自動車であれば２両以上）によるものは、解任の日から５年を経過していること。） 
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４. 整備管理者の法定業務 

整備管理者は、次に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程（整備管理規程）を定め、

これに基づき、その業務を行わなければならない。（道路運送車両法施行規則第３２条） 

① 日常点検整備（道路運送車両法第４７条の２第１項及び第２項）に規定する日常点

検の実施方法を定めること 

② 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること 

③ 定期点検整備（道路運送車両法第４８条第１項）に規定する定期点検を実施すること 

④ 日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること 

⑤ 日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること 

⑥ 定期点検及び⑤の整備の実施計画を定めること 

⑦ 点検整備記録簿（道路運送車両法第４９条第１項）その他の点検及び整備に関する

記録簿を管理すること 

⑧ 自動車車庫を管理すること 

⑨ 上記に掲げる事項（①～⑧）を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、

又は監督すること 
 

（整備管理者制度の運用より） 

・タイヤ脱着作業について、それを実施すること又は整備工場に実施させること 

・タイヤ脱着時の作業管理表（大型車）を管理すること 
 
その他、整備管理者は、以下に例を示すような能力を要求される。 

法令の理解能力 

 

ア．道路運送車両法、同法施行規則、道路運送車両の保安基準、道路運送法、 

貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則、 

旅客自動車運送事業運輸規則、自動車事故報告規則 等 

イ．諸通達 

管 理 能 力 

ア．日常点検の実施 

イ．定期点検の計画と実績の検討 

ウ．使用車両の把握と定期点検のほか点検整備の計画と実績の検討 

エ．継続検査日時の計画と実績の検討 

オ．車庫の管理 

カ．作業の安全管理 

事 務 能 力 

ア．臨時整備、路上故障の検討 

イ．点検整備記録簿等の処理 

ウ．使用車両の経済性の検討 

指 導 能 力 
ア．運転者の指導 

イ．整備員の指導 
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５．整備管理者の研修の必要性 
①選任前研修 
近年、整備管理者に管理能力が求められているとともに、整備管理者になろうとす

る者は道路運送車両法等の法令の基礎的な知識を有していることが必要であることか

ら、これらの知識・能力を備えさせることを目的としている。 
一方、自動車整備士試験の合格者については、整備管理者の能力を有していると解

されることから、選任前研修の修了の必要はないこととした。 
 
②選任後研修 
整備管理者に選任された後の研修は、整備管理者の管理能力を維持・向上させるた

め、また、適切な点検・整備を行わせるために、非常に重要である。 
また、近年の自動車の技術進歩や自動車を取り巻く環境の変化は、過去に例がない

ほど急速なものになっていること等から、それに対応した車両管理を行わせるために、

研修の必要性はますます高まっている。 
 
 
６．整備管理者の選任届出に関する事務手続きの要領 

①整備管理者の選任等の届出を必要とする主な場合（※事由があった日から１５日以内） 

届出の事由 届出の別 

・整備管理者を新しく選任したとき 

・営業所（使用本拠）を新設し整備管理者を選任したとき 
選任届 

・届出者の氏名又は名称若しくは住所が変わったとき 

・営業所（使用の本拠）の名称又は使用者の本拠の位置が変わったとき 

・事業の種類が変わったとき 

・人事異動等で整備管理者が変わったとき 

・整備管理者を増員したとき 

・整備管理者を減員したとき 

・整備管理者の氏名が変わったとき（婚姻、養子縁組） 

・整備管理者の兼職の有無に変更があったとき 

（兼職がある場合は、その職名及び職務内容） 

変更届 

・事業を廃止したとき、又は譲渡したとき 

・営業所（使用の本拠）を廃止したとき、又は選任を必要としなくなったとき 
廃止届 

※町名、住居表示等の変更では、上記理由で手続の要る場合に、併せて行うことが認められております。 
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②整備管理者の選任等の届出時の必要書面等 

提出が必要な 

届出者 
必要書面 

（１）外部委託を 

しない場合 

○整備管理者が資格要件を満たしていることを証明する書面 

 ＜第１号（実務経験）の場合＞ 

・「点検又は整備」、「整備管理者」、「補助者又は整備責任者」の業務を行っていた経

歴が記載された書面（当該業務を行っていた事業主が証明したもの又は使用証明

書） 

・上記が提出できない場合には、２年の実務経験を有することがわかる選任後研修

の修了を証明する書面等の写し 

・選任前研修修了証明書の写し 

 ＜第２号（整備士）の場合＞ 

・合格証明書の写し 

○整備管理規程 

 ＜補助者を選任する場合＞ 

・補助者を選任する場合の条件を満足していることが必要 

○被選任者が、(※)過去２年間のうちに、解任命令を発令された者でないことが記載され

た書面（被選任者が証明したもの） 

○被選任者が届出書の内容に同意したことがわかる書面 

（※）事業者が乗車定員１１人以上の自動車 １両（自家用で乗車定員１１人以上２９人以下の自動車であれ

ば ２両以上）による届出に係るものについては、解任の日から５年を経過していること。 
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提出が必要な 

届出者 
必要書面 

（２）グループ企業内

（委託先と委託元

が同一のグルー

プに属する場合）

において、整備管

理者を外部委託

する場合 

○整備管理者が資格要件を満たしていることを証明する書面（必要事項は（１）に同じ） 

○外部委託先がグループ企業内であることを証明する書面（登記簿、営業報告書等及び

組織図等） 

○整備管理規程、安全管理規程その他の規程類 

・グループ企業内における外部委託の条件を満足していることを確認 

＜補助者を選任する場合＞ 

・補助者を選任する場合の条件を満足していることが必要 

○委託先の事業主の同意書 

○被選任者が届出書の内容に同意したことがわかる書面 

○適切な車両管理が出来ることを証明する書面（以下のうちから必要に応じて） 

・委託に係る契約書の写し 

・兼職の内容及び業務の割合が確認できる書類 

・兼職に係る事業所間の距離が確認できる書類 

○当該事業者が、過去２年間のうちに、グループ企業内における外部委託に関する

条件に違反したとして、整備管理者の選任義務違反とされた者でないことが記載

された書面（当該事業者が証明したもの） 

○被選任者が、(※)過去２年間のうちに、解任命令を発令された者でないことが記

載された書面（被選任者が証明したもの） 

（３）自家用におい

て、整備管理者を

外部委託する場

合 

○整備管理者が資格要件を満たしていることを証明する書面（必要事項は（１）に同じ） 

○整備管理規程 

＜補助者を選任する場合＞ 

・補助者を選任する場合の条件を満足していることが必要 

○被選任者が、(※)過去２年間のうちに、解任命令を発令された者でないことが記載され

た書面（被選任者が証明したもの） 

○被選任者が届出書の内容に同意したことがわかる書面 

○委託先の事業主の同意書 

○適切な車両管理ができることを証明する書面（以下の全て） 

・委託に係る契約書の写し 

・整備責任者の氏名 

（※）事業者が乗車定員１１人以上の自動車 １両（自家用で乗車定員１１人以上２９人以下の自動車であれ

ば ２両以上）による届出に係るものについては、解任の日から５年を経過していること。 
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７．整備管理者の補助者 
 
整備管理者は、道路運送車両法第５０条に基づき、同法施行規則第３２条第１項各号

に掲げる業務を、原則として自ら執行する。ただし、整備管理者が自ら業務を行うこと

が出来ない場合は、運行可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務

に限って、規則第３２条第２項に基づき、業務の執行にかかる基準を定め、これに基づ

き、予め選任された補助者を通じて業務を遂行することができる。 
この業務の執行に係る基準は、次の条件を満足するものであり、かつ、条件を満足し

ていることが整備管理規程により担保されていることが必要となる。 
 
① 補助者は、整備管理者の資格要件を満足する者又は整備管理者が研修等を実施して  
十分な教育を行った者から選任すること。 
② 補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。 
③ 整備管理者が、補助者に対して下表に基づいて研修等の教育を行うこと。 

 
 
教育をしなければならないとき 教育の内容 

（１）補助者を選任するとき ・整備管理規程の内容 

・整備管理者選任前研修の内容（整備管理者の資格要 

件を満足する者に対しては実施しなくてもよい） 

（２）整備管理者選任後研修を受講した

とき 

・整備管理者選任後研修の内容（他の営業所において 

整備管理者として選任されている者に対しては実 

施しなくてもよい） 

（３）整備管理規程を改正したとき ・改正後の整備管理規程の内容 

（４）行政から情報提供を受けたとき 

その他必要なとき 

・行政から提供された情報等必要な内容 

 
④ 整備管理者が、業務の遂行に必要な情報を、補助者にあらかじめ伝達しておくこと。 
⑤ 整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、また必要に応じ
て結果を記録・保存すること。 
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Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 

 
 

Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 
１．点検･整備の義務、目的及び体系等 
自動車の使用者は、道路運送車両法第 47条の２の日常点検整備、及び第 48条の定期
点検整備とあわせ、自動車製作者等の提供する点検及び整備に関する情報等も参考とし

て、自動車の使用状況に応じた点検整備を行うことにより、自動車を保安基準に適合す

るように維持する義務がある。 
 
① 点検・整備の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 整備管理の体系 

 
 
 

整備管理 

臨時整備 

計画整備 

車両欠陥事故防止対策 

路上故障 

定期点検 

日常点検 

実施要領 

定期点検表 

計 画 表 

認識、実施状況 

報 告 要 領 

実施要領 

日常点検表 

報告方法 

報告書（用紙） 

記録状況 

報告状況 

状況把握 

分析、検討 

必要整備 

実施状況 

記録状況 

実施状況 

日常点検、 

定期点検整備との 

関連づけ 

作成教育 監督、確認管理 

運行の可否決定、 

必要整備、状況把握、 

定期点検整備との 

関連づけ 

道
路
運
送
車
両
法 

第１章  総則 

第２章  自動車の登録 

第３章 道路運送車両の

保安基準 

第４章 道路運送車両の

点検及び整備 

第５章 道路運送車両の

検査 

第５章の２ 軽自動車検査協会 

第６章  自動車の整備事業 

第６章の２ 登録情報処理機関 

第６章の３ 登録情報提供機関 

第７章 雑則 

第８章 罰則 

第 47条     使用者の点検及び整備の義務 

第 47条の 2 日常点検整備 

第 48条    定期点検整備 

第 49条    点検整備記録簿 

・・・ 

第 57 条  自動車の点検及び整備に関する

手引 

運輸省令 自動車点検基準 
 ･日常点検基準 
 ・定期点検基準 
 ・自動車の点検及び整備に関する情報 等 

自動車の点検及び整備に関する手引 

（平成19年国土交通省告示第317号） 

※最終改正 令和5年10月20日 
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Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 

 
 

③ 使用管理の体系 
 

 
２．点検･整備の内容及び項目 
日常点検整備及び定期点検整備の内容及び項目は、自動車点検基準で定められている。 

 
① 日常点検整備 
事業用自動車、自家用貨物自動車等 ･･･ 自動車点検基準 別表第１ 

自家用乗用自動車等 ･･････････････････        〃      別表第２ 

 

② 定期点検整備 
事業用自動車等  ･･････････････････ 自動車点検基準 別表第３ 

事業用自動車等（被牽（けん）引車）･･      〃    別表第４ 

自家用貨物自動車等 ･････････････････     〃    別表第５ 

有償で貸し渡す自家用二輪自動車等 ･････      〃    別表第５の２ 

自家用乗用自動車等 ･･･････････････････       〃    別表第６ 

二輪自動車 ･････････････････････････      〃    別表第７ 

 

３．日常点検の方法 
日常点検の内容及び項目は自動車点検基準で定められている。実施方法については、

「自動車の点検及び整備に関する手引」（平成１９年国土交通省告示第 317 号）等を参
照すること。 

 

使用管理 

タイヤの管理 

車両使用成績 
の把握、管理 

タイヤ管理表 
（タイヤカード） 

使用基準 
（ローテーション、 
交換、基準等） 

燃料油脂の管理 

車両管理台帳 

使用基準 

日 報 表 

実施状況 

記録状況 

記録状況 

統計、分析費用検討 

日 報 表 

車両使用成績表 

実施状況 

実施状況 

作成教育 監督、確認管理 
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Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 

 
 

また、その他に 
・ＭＹ ＣＡＲ ＨＡＮＤＢＯＯＫ  （一社）日本自動車整備振興会連合会 
・事業用トラックの点検整備ハンドブック （公社）全日本トラック協会 
等、各業界団体から日常点検の方法・要領が記載されたハンドブック類が配布または販

売されている。 

４．日常点検の実務 

点検時の要点 

① タイヤの空気圧 
 タイヤ・ゲージや点検ハンマーで空気圧をチェックする。空気圧はドアピラー部
の標準空気圧プレートを見て調整する。 

② タイヤの溝の深さ 
 タイヤのスリップサイン表示位置（▲位置）の摩耗限度表示を参考にする。なお、
高速道路等を走行する場合は残り溝の深さの限度が異なる。 

③ 冷却水量 
 補給しても短時間で再び減少するときは､冷却系統からの水漏れの恐れがある。 
 ラジエターキャップから冷却水を補給する時は､エンジンが冷えている状態で行う。 

④ ブレーキ液量 
 ブレーキ液量が著しく減っているときは、配管からの漏れが考えられる。 
 ブレーキ液の点検及び補給時にゴミ、ホコリ並びに水分等の他の異物が入り込ま
ないように注意する。 

⑤ エンジン・オイル 
 補給時は、オイル･レベル･ゲージの「ＭＡＸ」の位置以上にエンジン･オイルを入
れないように注意する。 

 オイルをこぼさないように注意する。万一こぼした場合にはきれいに清掃する。 

⑥ バッテリ液量 
 補充時は、「ＵＰＰＥＲ」レベルを超えないように注意する。 

⑦ パーキング･ブレーキ･レバーの引きしろ 
 引きしろのノッチ数（カチカチ音）は各自動車メーカーの取扱説明書を参照する。 

⑧ ウインド･ウォッシャの液量・噴射状態 
 ウォッシャ液があるにもかかわらず噴射しない時は、ウォッシャ･ノズルの穴を細
い針で清掃し、詰まりを取り除く。 

 ウォッシャ･タンク内が空のまま作動させるとモーターを破損する恐れがある。 
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Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 

 
 

５．定期点検の方法 

定期点検整備計画（実施）表等を作成し、計画的に定期点検を実施すること。 
実施した時には、その旨及び実施者等を記入し、実施状況を把握する。（電子的に管

理する方法でも構わない。） 
 

事業用自動車の定期点検整備計画（実施）表 （例） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考 

品川○○あ１２３４ 
予定   ○8   ◎10   ○6   ○11  

実績   ８日   １０日        

品川○○い５６７８ 
予定  ○10   ◎8   ○20   ○3   

実績  １２日   ７日         

品川○○あ９８７６ 
予定  ○13   ○25   ○13   ◎15   

実績  １３日   ２５日         

品川○○い５４３２ 
予定 ○17   ◎12   ○20   ○19    

実績 １７日   １５日   １８日       
・ 

・ 

・ 

予定              

実績              

記入要領 ： ３月ごとの定期点検「○」  12月ごとの定期点検「◎」 

印 ： 実施者の印 （又はサイン等） 

 

６．定期点検の実務 

自動車の区分によって定期点検の実施時期や検査等の有効期間が異なるので、個々の

自動車毎に把握しておくこと。 
定期点検整備の実施に伴い、 
 タイヤのローテーション 
 冷却水の交換 
 ブレーキ･オイルの交換 
 エンジン･オイル及びオイル･フィルタの交換 
 エア･クリーナ･エレメントの清掃あるいは交換 
 その他必要な箇所の点検整備等 

 
についても計画的に実施することが望ましい。 

 

印 印 

印 印 

印 印 印 

印 印 
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Ⅱ．自動車の点検整備（日常点検・定期点検）の内容 

 
 

参考： 主な車種ごとの点検期間 

 
 

 

 

一日一回運行の開始前に点検 
（いわゆる「運行前点検」） 

 

 

 

 

走行距離、運行時の
状態等から判断した
適切な時期に点検 
 

 

 

3 か月点検整備 

 

 

6 か月点検整備 

 

 

１年点検整備 

 

 自動車運送事業用自動
車（貨物軽自動車運送事

業を除く） 

 車両総重量が８トン以上
の自家用貨物自動車 

（いわゆる大型トラック）及

び特種用途車 

 乗車定員１１人以上の自
家用自動車（いわゆるバ

ス） 

 レンタカーの貨物自動車 
（軽自動車を除く） 

 

 レンタカーの乗用自
動車及び軽自動車及

び二輪車 

 車両総重量が８トン
未満の自家用貨物自

動車及び特種用途車

（軽自動車を除く） 

 

 自家用乗用自動車 
（荷台や特種な設備を持

たないセダン型、ワンボッ

クス型等のいわゆるマイ

カー） 

 軽貨物自動車 
 軽特種自動車 
 二輪車（総排気量１２５cc
超）【６か月点検の廃止を

平成１９年４月実施】 

 
 

日常点検整備 

定期点検整備 
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Ⅲ．車両管理上必要な関係法令 

 
 

Ⅲ．車両管理上必要な関係法令 
１．道路運送車両法の目的・体系  

道路運送車両法の目的 

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の

確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せ

て自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目

的とする。 

 

 
 
２．車両管理上必要な法、施行令、施行規則、基準等 
 
① 道路運送車両法 

・登録情報提供機関 

平成27年国土交通省告示第1265号 

「自動車登録番号標等の表示の位置及

び表示の方法の基準を定める告示」 
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Ⅲ．車両管理上必要な関係法令 

 
 
 

52 

 （国土交通大臣の指定） 

 （特定整備の定義） 

（臨時運行許可番号標表示等 
の義務） 

（点検整備記録簿の提 

） 

示） 

施行規則第26条の5(回送運行許可証の表

示等) 
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Ⅲ．車両管理上必要な関係法令 

 
 

 

の6( 

（点検整備記録簿の提 

示） 

記録事項の 変更記 

録の申請等） 

） 
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Ⅲ．車両管理上必要な関係法令 

 
 

② その他関係法令 

 

※  施 行 規 則：  道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号） 

登 録 令：  自動車登録令（昭和26年政令第256号） 

登 録 規 則：  自動車登録規則（昭和45年運輸省令第7号） 

保 安 基 準：  道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号） 

点 検 基 準：  自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号） 

検 定 規 則：  自動車整備士技能検定規則（昭和26年運輸省令第71号） 

事故報告規則：  自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号） 

運送法施行規則：  道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号） 

運 輸 規 則：  旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号） 

安 全 規 則：  貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成2年運輸省令第22号） 

 

 

3条の3（点検整備） 

3条の4（点検等のための施設） 

3条の5（整備管理者の研修） 
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Ⅳ．車両管理の内容 

 
 

Ⅳ．車両管理の内容 
１．車両管理の義務及び目的  
自動車の使用者は、経済的な運用、車両欠陥による事故防止、整備不良に伴う排気ガ

ス・騒音等の公害防止等のためにも車両を管理することが必要である。 
これら自動車の保安確保、公害防止対策としての整備管理と経済的な運用をするため

の使用管理を合理的に行うことを車両管理という。 
 
２．車両管理の内容と実務 
① 燃費の管理 

 エア･クリーナの清掃や、エンジンオイルの汚れ・油量等、燃費を悪くしないため
の点検を実施する。 

 無駄なアイドリングの停止、経済速度での走行、急発進・急加速をさせない等のエ
コドライブテクニックを運転者に指導する。 

 

② 油脂の管理 
 オイルは使用目的に応じたものを選定する。 
 

③ タイヤの管理 
 選定基準、使用基準を定めて適切に行うこと。特に、当該自動車に使用できるタイ
ヤのサイズ、空気圧、摩耗限度等を把握しておくこと。 
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Ⅳ．車両管理の内容 

 
 

 

 

 

 

は危険。 

、濃度が高くなれば致死。 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

Ⅴ．運転者等に対する指導教育 
１．安全運転の基本 

運転者等に対する指導教育は、その場限りの一時ではなく、しっかりとした社内体制

を築いて行うことが重要である。 
指導教育を効果的に行うためには、「業務の内容」、「事故発生傾向」及び「実技教育

の方法」といった項目について、それぞれの使用者の立場で検討し、重点的あるいは継

続的に実施すべき対象項目を選んで実施する。 
 
業務の内容 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

事故発生傾向 

 

 

実技教育の方法 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

２．自動車の構造装置 

① かじ取り装置 

 

② 制動装置 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

③ 走行装置

 

 

④ 緩衝装置 

 

 

⑤ 動力伝達装置 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

 

⑥ 電気装置 

 

⑦ 原動機 

 オイルの循環系統 

 

 燃料系統 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

 冷却系統 

 

 

⑧ その他 
(1) ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 

(2) 警音器、窓ふき器、洗浄噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 

(3) エキゾースト・パイプ及びマフラ 

(4) エア･コンプレッサ 

(5) 高圧ガスを燃料とする燃料装置等 

(6) 車体及び車枠 

(7) 連結装置 

(8) 座席 

(9) 開扉発車防止装置 

(10) その他 

 

３．日常点検等点検整備の方法 

① 運転者に日常点検の必要性を説明する 
 道路運送車両法において実施の義務づけ 
 1日の運転を行うために車両の状態に異常がないか確認 
 走行時のトラブルを未然に回避 
② 日常点検をスムーズに実施するための留意点を説明する 

 平たんな場所での実施 
 タイヤに輪止めをかける 
 その他 
③ 日常点検表やチェックシートを運転者に渡す 
④ 効率の良い方法を運転者に指導する 
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Ⅴ．運転者等に対する指導教育 

 
 

４．事故車両や事故時の処置方法 

 
 

- 24 -



Ⅵ．整備に関する行政情報、整備に関する業界情報、 

車両技術に関するメーカー情報の提供 

 

 

Ⅵ．整備に関する行政情報、整備に関連する業界情報、車両

技術に関するメーカー情報の提供 
 
１ 整備に関する行政情報及び業界情報の提供 

 

１．１ トレーラのブレーキ引き摺りによる火災について 
（平成２８年６月報道発表） 

 
 
トレーラが路上で火災となった際には、命の危険だけではなく、物流の停滞など社

会インフラに大きな影響を与えます。トレーラの火災は、そのほとんどがブレーキに

関するものであり、３年間で８２件ものブレーキ引き摺りによる火災が報告されてい

るため、国土交通省では、検証実験を行うとともに、火災を未然に防止するための注

意事項をまとめました。 

 

 

また、ドライバーと整備担当者のための啓発ビデオを制作し、公開しましたので、ご活用く

ださい。 

《啓発ビデオの公開ページへのリンク》 

○国土交通省自動車局審査・リコール課 Youtube公式アカウント 

https://www.youtube.com/channel/UCwFJ6KstdbqM9P91828lu2g 

 ※自動車のリコール・不具合情報ウェブサイトのトップページにリンクを掲載しています。 

 

《注意喚起の掲載ページへのリンク》 

○トレーラのブレーキ引き摺りによる火災にご注意！（自動車のリコール・不具合情報ウェブサイト内） 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/carsafety_sub/carsafety020.html 

 

【トレーラ火災の未然防止に関する注意事項】 

１． 日常点検を確実に行うこと。特に、スプリング・ブレーキ・チャンバの不良（エア漏
れ、戻り不良、内部のスプリングの錆や損傷）及びリレー・エマージェンシ・バルブの

不良（ゴミや冬期における水分の凍結等でバルブが詰まることによるピストンの固着）

に注意すること。 

２． 劣化するゴム部品等の定期交換を行うなど、トレーラ製作者の整備要領等に従って
点検整備を確実に行うこと。 

３． 運行する前には駐車ブレーキが確実に解除されていることを確認すること。 
 

※トレーラのブレーキの引き摺りは、運転中に感知することが困難であることから、火災 

の未然防止が重要です。 

※万が一、火災が発生してしまった際には、速やかに路肩などに停車し、安全な場所に退避  

の上、被害を最小限とするように努めて下さい。走行中、火の手が見えなくても、停車後

すぐに発火することがあり、発火した場合には、速やかに消防機関にご連絡ください。 
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１．２ 冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

（令和７年１０月報道発表関連） 

 
 

 

 
 
 
令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討

会」において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同年１２月に中

間とりまとめを公表しました。調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワ

ッシャ付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイー

ル・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱

着作業後の増し締めが実施されていないなどの問題点が確認されており、昨年度におい

ても引き続き同様の事例が確認されています。 

こうした状況を踏まえ、令和７年１０月から令和８年２月にかけて「大型車の車輪脱

落事故防止キャンペーン」を実施します。 

 

 

【主な取組】 

● 適切なタイヤ脱着作業や保守管理の徹底を 

周知  

● 不適切な脱着作業を防ぐため、余裕を持っ 

 て正しい脱着作業を行えるよう、冬用タイ 

ヤ交換作 業の平準化を推進。 

● 車輪脱落予兆検知装置について普及促進。 

● 以上３点について、降雪地域だけでなく、 

全国 に周知啓発活動を展開 

 

 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：車輪脱落事故発生状況 

別紙２：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発チラシ 

別紙３：ホイールボルト、ナットやディスクホイール、ハブの錆に注意！啓発チラシ 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、 

タイヤ脱着時の確実な作業及び保守管理の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落

事故防止キャンペーン」を実施します。 
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別紙１ 
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別紙２ 

別紙３ 
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１．３ 大型車の適切なタイヤ脱着・保守管理作業解説動画を公開！ 

（令和４年１０月報道発表） 

 

 

 

近年大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策

を進めるため、令和４年２月に「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検

討会」（座長：伊藤 紳一郎（独）自動車技術総合機構交通安全環境研究所）を設置し

ました。この検討会において車輪脱落事故車両の調査等を行ったところ、事故を起こ

した車両では、劣化したホイール・ナットが使用されていたり、タイヤ脱着時にホイ

ール・ナットの清掃や潤滑剤の塗布等が適切に行われていなかったりする状況が明ら

かになりました。 

このような状況を踏まえ、大型車ユーザー等のタイヤ脱着作業者が、いつでも適切

なタイヤ脱着作業手順や保守管理作業手順を確認できるよう、作業手順動画を作成し

公開しました。 

大型車の車輪の脱落は、大事故につながりかねない大変危険なものです。この機会

に是非とも動画をご覧いただき、適切なタイヤ脱着作業、保守管理作業の実施をお願

いします。 

 

【タイヤ脱着作業時のポイント】 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 参考：適切なタイヤ脱着・保守管理作業手順啓発動画（抜粋） 

 

大型車の、適切なタイヤ脱着作業や保守管理作業手順をいつでも確認できるよ 

う、解説動画を作成し YouTube 国交省公式アカウントに公開しました。 
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１．４ 全てのバス事業者に『バス火災事故防止のための点検整備のポイント』を

通知しました 

（平成２８年４月報道発表） 

 

 

 

 

 

＜バス火災事故防止のための点検整備のポイントの概要（詳細は別紙）＞ 

■点検整備のポイント 

〇火災発生部位となり得る４つの装置（原動機、制動装置、走行装置、電気装置）毎に、火災

防止のために重要な、主な点検整備のポイント（見方／交換目安）を示すとともに、点検整備

を行わなかった場合の火災発生メカニズムを示しています。 

 

■運転操作ミスや整備作業ミスなどの防止のためのポイント 

〇点検整備以外にも火災に至る可能性がある運転操作ミスや整備作業ミスなどについても、

ポイント（注意点）と、それぞれのミスによる火災発生メカニズムを示しています。 

 

■バス火災事故の前兆、予兆 

〇走行時に感じるさまざまな異状の中には、バス火災事故の前兆や予兆を示すものがあり、

その症状や現象、火災につながる代表事例を示しています。 

■バス火災事故発生時の対処 

〇バス火災事故が発生した場合の留意点についても示しています。 

なお、平成 21 年に公益社団法人日本バス協会が車両火災発生時の避難誘導などについて

とりまとめた「車両火災発生等緊急時における統一マニュアル」についても併せて紹介してい

ます。 

※『バス火災事故防止のための点検整備のポイント』 

【ダウンロードはこちら】 https://www.mlit.go.jp/common/001128790.pdf 

年末年始からバス火災事故が多発したことを受け、自動車関係団体（※）の協力によ

り、バス火災事故防止のために重要な点検整備のポイントをわかりやすく「バス火災事

故防止のための点検整備のポイント」としてとりまとめ、全てのバス事業者に対して通

知しましたので、公表します。 

※一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車車体工業会、公益社団法人日本バス協会 
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２．車両技術に関するメーカーの情報提供 

 

出典 : (一社)電池工業会 資料抜粋 

- 33 -



 
 

Ⅵ．整備に関する行政情報、整備に関する業界情報、          
車両技術に関するメーカー情報の提供 

 

- 34 -



 
 

Ⅵ．整備に関する行政情報、整備に関する業界情報、 
車両技術に関するメーカー情報の提供 

 

３. 情報を取得するための方法 

 関係機関のホームページを紹介します。 

 
○国土交通省 物流・自動車局 

  http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html 
 
○国土交通省 自動車総合安全情報 

  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html 
 
○自動車点検整備推進協議会「点検整備ドットコム」 

  http://www.tenken-seibi.com/ 
 
○一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 

  https://www.jaspa.or.jp/ 
 
○一般社団法人日本自動車工業会 

  http://www.jama.or.jp/ 
 
○一般社団法人日本自動車タイヤ協会 

  http://www.jatma.or.jp/ 
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Ⅶ．自動車事故報告について

車 両 故 障 に 起 因 す る 自 動 車 事 故 報 告 に つ い て

自動車運送事業者及び整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用

する自動車が重大事故を起こしたときは、遅滞なく事故の内容を国土交通大臣に報告しなければな

りません。

また、重大事故のうち、車両故障に起因する事故については、整備管理者の職務に直接関係する
こととなります。

〔根拠規定〕 道 路 運 送 法 （ 旅 客 ）

（事故の報告）
第２９条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、そ
の他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、
原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

〔根拠規定〕 貨物自動車運送事業法 （ 貨 物 ）

（事故の報告）
第２３条(３６条）貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、そ
の他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、
原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

１．自 動 車 事 故 報 告 規 則

重大事故の報告については、自動車事故報告規則に次のとおり定められています。

国土交通省令第９０号

最終改正 令和６年１０月１日

自 動 車 事 故 報 告 規 則

（この省令の適用）

第１条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

（定義）

第２条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

一 自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む。以下同じ。）を起こし、又

は鉄道車両（軌道車両を含む。以下同じ）と衝突し、若しくは接触したもの

二 １０台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

三 死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令 （昭和３０年政令第２８６号）第５

条第２号又は第３号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。）を生じたもの

四 １０人以上の負傷者を生じたもの

五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした

もの

イ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第７項 に規定する危険物

ロ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項 に規定する火薬類

ハ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２条 に規定する高圧ガス

Ⅶ．自動車事故報告について
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ニ 原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）第３条第２号 に規定する核燃料物

質及びそれによつて汚染された物

ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）第２条第２

項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第５項 に

規定する放射線発生装置から発生した同条第１項 に規定する放射線によつて汚染

された物

ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令（昭和３０年政令第２６１号）

別表第２に 掲げる毒物又は劇物

ト 道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第４７条第１項第３号

に規定する品名の可燃物

六 自動車に積載されたコンテナが落下したもの

七 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車

損害賠償保障法施行令第５条第４号 に掲げる傷害が生じたもの

八 酒気帯び運転（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条第１項の規定に

違反する行為をいう。以下同じ。）（特定自動運行旅客運送（道路運送法施行規則（昭

和２６年運輸省令第７５号）第６条第１項第９号に規定する特定自動運行旅客運送を

いう。以下この号において同じ。）又は特定自動運行貨物運送（貨物自動車運送事業法

施行規則（平成２年運輸省令第２１号）第３条第３号の３に規定する特定自動運行貨物

運送をいう。以下この号において同じ。）を行う場合にあっては、旅客自動車運送事業

運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号）第１５条の２第１項又は貨物自動車運送事業

輸送安全規則（平成２年運輸省令第２２号）第３条第１項に規定する特定自動運行保安

員（以下「特定自動運行保安員」という。）が酒気を帯びて特定自動運行用自動車（同

法第７５条の１２第２項第２号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号

において同じ。）の運行の業務に従事する行為。第４条第１項第５号において同じ。）、

無免許運転（同法第６４条の規定に違反する行為をいう。）、大型自動車等無資格運転（同

法第８５条第５項から第９項までの規定に違反する行為をいう。）又は麻薬等運転（同

法第１１７条の２第３号の罪に当たる行為をいう。）（特定自動運行旅客運送又は特定自

動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚

醒剤又は毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）第３条の３の規定に基づく

政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用

自動車の運行の業務に従事する行為）を伴うもの

九 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続すること

ができなくなったもの

十 救護義務違反（道路交通法第１１７条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。）があ

ったもの

十一 自動車の装置（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４１条第１項各号

に掲げる装置をいう。）の故障（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行で

きなくなったもの

十二 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。）

十三 橋脚、架線その他の鉄道施設（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条第１

項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道施設を

含む。）を損傷し、３時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

十四 高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）第４条第１項 に規

定する高速自動車国道をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和２７年法律第１８

０号）第４８条の４ に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。）において３時間以

上自動車の通行を禁止させたもの

十五 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が

特に必要と認めて報告を指示したもの

（報告書の提出）

第３条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び

自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第５０条に規定する整備管理者を選任しなけ

ればならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。）は、その使用する自動車

（自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。）にあっては、軽自動車、

Ⅶ．自動車事故報告について
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小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）について前条各号の事故があった場合に

は、当該事故があった日（前条第１０号に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護義務

違反があったことを知った日、同条第１５号に掲げる事故にあっては当該指示があった日）

から３０日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書（別記様式による。以下「報告書」

という。）３通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

（以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。）を経由して、国土交通大臣に提出しな

ければならない。

２ 前条第１１号及び第１２号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記

載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

１． 当該自動車の自動車検査証の有効期間

２． 当該自動車の使用開始後の総走行距離

３． 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名

４． 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称（前後左右の別がある場合は、前

進方向に向かって前後左右の別を明記すること。）

５． 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離

６． 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況

７． 当該物品の製作者（製作者不明の場合は販売者）の氏名又は名称及び住所

３ （略）

４ （略）

（速報）

第４条 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供する

ものを除く。）にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）

について、次の各号のいずれかに該当する事故があったとき又は国土交通大臣の指示があ

ったときは、前条第１項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、２４時間以内

においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しな

ければならない。

一 第２条第１号に該当する事故（旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者（以

下「旅客自動車運送事業者等」という。）が使用する自動車が引き起こしたものに限る。）

二 第２条第３号に該当する事故であって次に掲げるもの

イ ２人（旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあっては、

１人）以上の死者を生じたもの

ロ ５人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に１人以上の重傷者を生じたもの

三 第２条第４号に該当する事故

四 第２条第５号に該当する事故（自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、

自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。）

五 第２条第８号に該当する事故（酒気帯び運転があったものに限る。）

２ （略）

３ （略）

（事故警報）

第５条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認める

ときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者に

これを周知させなければならない。
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２．自 動 車 事 故 報 告 書 等 の 取 扱 要 領

重大事故のうち、車両故障に起因する事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領につい
て」（平成元年３月２９日付、地車第４４号地備第５７号）により、次のとおり定められています。

国自安第７７号
国自整第１４６号

自動車事故報告書等の取扱要領（抜粋） 最終改正 令和６年１０月１日

１３ 車両故障に起因する事故
(1)運輸支局長は、規則第３条第２項の添付書面（タイヤのパンク、バッテリー不具合及び
灯火装置の不点灯（ヒューズ切れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表３による
よう事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等に対し自動車製作者等からの
事故原因等調査結果を添付させるよう指導すること。
(2)地方運輸局長は、規則第２条第１１号又は第１２号に該当する事故で、被害が大きい場合
又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、次の事項を直ちに自動車局長に報告
すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生するおそれがあると
認めるときは、事故発生防止対策の迅速化を図るため、自動車局長に報告した事項を他の地
方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。
① 当該事故の概要及び原因
② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、車体の形状及び自動車検査証
の有効期間
③ 別表１中第４第４項の事項
なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した場合において、当該報告書から
破損又は脱落した部品の提供があつた場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局
長に送付すること。（以下略）

別表１中第４第４項の事項

４ 車両故障に起因する場合の状況
(1) 使用開始後の総走行キロ数
(2) 破損又は脱落した部品の状況
① 当該部品及び破損部位の名称（この場合、前後左右の別のあるときは、前進方向
に向かって前後左右の別）
② 当該部品を取付けてからの事故発生までの走行キロ数
③ 刻印、部品番号及びその位置
④ 当該部品の製作者（製作者不明の場合は販売者）氏名又は名称及び住所
⑤ 当該部品の破損又は脱落の状況を示す写真若しくはスケッチ
(3) 点検整備及び改造の状況
① 日常点検の実施状況
② 当該部品を含む装置の最近における定期点検整備及び臨時整備の施行年月日、
施行工場名及び内容
③ 破損又は脱落した部品の探傷の有無
④ 点検整備の記録状況
⑤ 改造の施行年月日、施行工場名及び内容
(4) その他
① 当該部品の破損又は脱落の原因に関する考察
② 同一型式の他の自動車の部品について類似の亀裂、折損、摩耗の有無及びその
発生状況
③ 整備管理者の氏名、職名、選任届出年月日及び職務の執行状況
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ｋｍ　　

別表３　車両故障事故報告書添付票

自動車検査証の有効期間 年　　　月　　　日　ま　で　

使用開始後の総走行距離

最近における
大規模な改造

内 容

施 行 期 日

施 行 者

年　　　月　　　日　

ｋｍ　　

破損又は脱落部品名

同上部品の名称

前 後

左 右

当該部品を取付けてから
事故発生までの走行キロ

当該部品を含む装置の
整備及び改造の状況

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

破損又は脱落の状態
（略図又は写真）

当該部品の製作者（不明の場合は
販売者）の氏名又は名称及び住所

疲労又は急進破壊の別

材質、加工、設計等に対する意見
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Ⅷ．自動車点検基準関係について 
１．ＩＳＯ方式ホイール取り扱いガイド
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2．日常点検基準

別表第１（事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準）（第１条関係）

点　検　箇　所 点　　検　　内　　容

１　ブレーキ 　　　　1　ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが

　　　　　  十分であること。

　　　　２　ブレーキの液量が適当であること。

　　　　３　空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

　　　　４　ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ･バルブ

　　　　　　からの排気音が正常であること。

　　　　５　駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

２　タイヤ 　　　　１　タイヤの空気圧が適当であること。

　　　　２　亀裂及び損傷がないこと。

　　　　３　異状な摩耗がないこと。

（※１）４　溝の深さが十分であること。

（※２）５　ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。

３　バッテリ （※1)　液量が適当であること。

４　原動機 （※1）１　冷却水の量が適当であること。

（※1）２　ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルト

　　　　  　に損傷がないこと

（※1）３　エンジン・オイルの量が適当であること。

（※1）４　原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

（※1）５　低速及び加速の状態が適当であること。

５　灯火装置及び

　　　　　方向指示器

６　ウインド・ウォッ （※1） １　ウインド・ウオッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が

　　　シャ及びワイパー 　　　　 　不良でないこと。

（※1）２　ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

７　エア･タンク 　　　　エア・タンクに凝水がないこと。

８　運行において異状 　　　　当該箇所に異状がないこと。

　　　が認められた箇所

(注)　①　（※1）印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に

　　　　　行うことで足りる。

　 　 ②　（※2）印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定30人以上の自動車に限る。

　　　　点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
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別表第２（自家用自動車等の日常点検基準）（第１条関係）

点　検　箇　所 点　　検　　内　　容

１　ブレーキ 　　　　1　ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが

　　　　　  十分であること。

　　　　２　ブレーキの液量が適当であること。

　　　　３　空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

２　タイヤ 　　　　１　タイヤの空気圧が適当であること。

　　　　２　亀裂及び損傷がないこと。

　　　　３　異状な摩耗がないこと。

　　　　４　溝の深さが十分であること。

３　バッテリ 　　　　液量が適当であること。

４　原動機 　　　　１　冷却水の量が適当であること。

　　　　２　エンジン・オイルの量が適当であること。

　　　　３　原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

　　　　４　低速及び加速の状態が適当であること。

５　灯火装置及び

　　　　　方向指示器

６　ウインド・ウォッ 　　　　 １　ウインド・ウオッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が

　　　シャ及びワイパー 　　　　 　不良でないこと。

 　　　　２　ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

７　運行において異状 　　　　当該箇所に異状がないこと。

　　　が認められた箇所

　　　　点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
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日常点検表 （大型車の例） 
 

登録番号又は車番                     年   月   日 天候：     

運転者（点検者）名                 
整備管理者  印 

運行管理者  印 
 

日 常 点 検 項 目 
 
点検項目 点検内容 良・否 点検項目 点検内容 良・否 

 

原動機 

冷却水の量（※） 
 
 

運

転

席 

ブレーキ 

踏みしろ及び効き 
 

ファン・ベルトの張

り具合、損傷（※） 
 
 ブレーキ液の量 

 

エンジン・オイルの

量（※） 

 
 空気圧力 

 

車

両

の

周

り 

灯火装置・方

向指示器 
点灯又は点滅具合、

汚れ・損傷 

 
 バルブからの排気

音 

 

タイヤ 

ディスク・ホイール 
の取付 

 
 

駐車ブレーキ・レ

バーの引きしろ 
 

空気圧 
 
 

ウィンド・ 
ウォッシャ 
及び 
ワイパー 

ウォッシャ液量及

び噴射状態（※） 
 

亀裂・損傷 
 
 

ワイパーの払拭状

態（※） 
 

異状摩耗 
 
 

原動機 

かかり具合・異音

（※） 
 

溝の深さ（※） 
 
 

低速及び加速の 
状態（※） 

 

バッテリ バッテリ液の量

（※） 
 
 運行において異状が認められた箇所 

 
 

エア・タンク 凝水 
 
 注： （※）印の点検は、走行距離、運行時の状態等

から判断した適切な時期に行うことで足りる。 

 
自 主 点 検 項 目 等 

 
点検項目 点検内容 良・否 
その他 運行記録計ＳＤカードの装着  

   
 

不 良 箇 所 及 び 処 置 
 
箇所名 処置 
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３．定期点検基準

別表第３（事業用自動車等の定期点検基準）（第２条、第５条関係）

　　点　検　時　期

　点　検　箇　所

操作具合

１．油漏れ
２．取付けの緩み

緩み、がた及び損傷（※２）
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂
及び損傷

連結部のがた（※２）

ホイール・アライメント

１．ベルトの緩み及び損傷
２．油漏れ及び油量（※２）

取付けの緩み

１．遊び及び踏み込んだときの床板との
　　すき間
２．ブレーキの効き具合

１．引きしろ
２．ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

液量

機能、摩耗及び損傷

ロッドのストローク 機能

機能

１．エア・クリーナの詰まり
２．機能

摩耗

１．ドラムとライニングとのすき間
２．シューの摺動部分及びライニングの
　　摩耗（※２）

ドラムの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

１．ディスクとパッドとのすき間（※２）
２．パッドの摩耗（※２）

ディスクの摩耗及び損傷

１．ドラムの取付けの緩み
２．ドラムとライニングとのすき間

１．ライニングの摩耗
２．ドラムの摩耗及び損傷

機能

走
行
装
置

１．タイヤの状態（※２）
２．ホイール・ナット及びホイール・ボル
　　トの緩み
３．フロント・ホイール・ベアリングのが
　　た（※２）

１．ホイール・ナット及びホイール・ボル
　　トの損傷（※３）
２．リム、サイド・リング及びディスク・
　　ホイールの損傷
３．リア・ホイール・ベアリングのがた

スプリングの損傷 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

１．スプリングの損傷
２．取付部及び連結部の緩み、がた及び
　　損傷

１．エア漏れ
２．ベローズの損傷（※２）
３．取付部及び連結部の緩み及び損傷
　　（※２）

レベリング・バルブの機能

油漏れ及び損傷

１．ペダルの遊び及び切れたときの床板と
　　のすき間
２．作用
３．液量

油漏れ及び油量（※２）

連結部の緩み（※２）

１．自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及
　　び損傷
２．継手部のがた
３．センタ・ベアリングのがた

油漏れ及び油量（※２）

パワー・ステアリング装置

ホース及びパイプ

３　月　ご　と
１　２　月　ご　と

（３月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

か
じ
取
り
装
置
かじ取り車輪

ナックル

ハンドル

ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー

二重安全ブレーキ機構

センター・ブレーキ・ドラム及びライニン
グ

リーフ・サスペンション

ギヤ･ボックス

倍力装置

ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・
バルブ及びリレー・バルブ

ロッド及びアーム類

リザーバ・タンク

プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフ
ト

ブレーキ・カム

トランスミッション及びトランスファ

マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及
びディスク・キャリパ

ブレーキ・ディスク及びパッド

制
　
　
動
　
　
装
　
　
置

コイル・サスペンション

エア・サスペンション

駐車ブレーキ機構

緩
衝
装
置

動
力
伝
達
装
置

デファレンシャル

ホイール

クラッチ

ショック・アブソーバ

ブレーキ・ペダル

ブレーキ・チャンバ

バック・プレート
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

１．点火プラグの状態（※２）（※４）
２．点火時期（※７）

ディストリビュータのキャップの状態
（※７）

ターミナル部の接続状態

接続部の緩み及び損傷

１．エア・クリーナ・エレメントの状態
　　（※２）
２．低速及び加速の状態
３．排気の状態

シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締
付状態

油漏れ

燃料漏れ

ファン・ベルトの緩み及び損傷 水漏れ

ブローバイ・ガス還元装置
１．メターリング・バルブの状態
２．配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置

１．配管等の損傷
２．チャコール・キャニスタの詰まり及び
　　損傷
３．チェック・バルブの機能

一酸化炭素等発散防止装置

１．触媒反応方式等排出ガス減少装置の
　　取付けの緩み及び損傷
２．二次空気供給装置の機能
３．排出ガス再循環装置の機能
４．減速時排出ガス減少装置の機能
５．配管の損傷及び取付状態

作用

取付けの緩み及び損傷（※２） マフラの機能

エア・タンクの凝水
コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及
びアンローダ・バルブの機能

１．カプラの機能及び損傷
２．ピントル・フックの摩耗、亀裂及び
　　損傷

座席ベルトの状態（※１）

機能

シャシ各部の給油脂状態
車載式故障診断装置の診断の結果（※５）
（※６）

（注）①　（※１）印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。

③　（※３）印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車に限る。

④　（※４）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。

⑤　（※５）印の点検は、大型特殊自動車を除く。

⑦　（※７）印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。

⑧　（※８）印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限り、大型特殊自動車

　　　及び検査対象外軽自動車を除く。

⑥　（※６）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置並
       びに車枠及び車体に備えるものに限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行
       装置に係る識別表示（道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第７４号）に適合しないおそれがある
       ものとして警報するものに限る。）の点検をもって代えることができる。

電
気
装
置

バッテリ

座席

車枠及び車体

ばい煙、悪臭のある
ガス、有害なガス等
の発散防止装置

開扉発車防止装置

連結装置

１．非常口の扉の機能
２．緩み及び損傷
３．スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及
　　び損傷（※３）
４．スペアタイヤの取付状態（※３）
５．ツールボックスの取付部の緩み及び損
　　傷（※３）

潤滑装置

本体

エア・コンプレッサ

点火装置

原
動
機

②　（※２）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が３月当たり２
       千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わな
       かった場合を除き、行わないことができる。

警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ
及び施錠装置

電気配線

高圧ガスを燃料とする燃料装置等
１．導管及び継手部のガス漏れ及び損傷
２．ガス容器及びガス容器附属品の損傷
　 （※８）

ガス容器取付部の緩み及び損傷

その他

エグゾースト・パイプ及びマフラ

冷却装置

燃料装置
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

別表第４（被牽引自動車の定期点検基準）（第２条、第５条関係）

　　点　検　時　期

　点　検　箇　所

ブレーキの効き具合

１．引きしろ
２．ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

ロッドのストローク 機能

機能

摩耗

１．ドラムとライニングとのすき間
２．シューの摺動部分及びライニングの
　　摩耗（※１）

ドラムの摩耗及び損傷

バック・プレートの状態

１．ディスクとパッドとのすき間（※１）
２．パッドの摩耗（※１）

ディスクの摩耗及び損傷

走
行
装
置

１．タイヤの状態（※１）
２．ホイール・ナット及びホイール・ボル
　　トの緩み

１．ホイール・ナット及びホイール・ボル
　　トの損傷（※２）
２．リム、サイド・リング及びディスク・
　　ホイールの損傷
３．ホイール・ベアリングのがた

スプリングの損傷 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

１．エア漏れ
２．ベローズの損傷（※１）
３．取付部及び連結部の緩み及び損傷
　　（※１）

レベリング・バルブの機能

油漏れ及び損傷

電気配線 接続部の緩み及び損傷

エア・タンクの凝水

１．緩み及び損傷
２．スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及
　　び損傷（※２）
３．スペアタイヤの取付状態（※２）
４．ツールボックスの取付部の緩み及び
　　損傷（※２）

１．カプラの機能及び損傷
２．キング・ピン及びルネット・アイの
　　摩耗、亀裂及び損傷

シャシ各部の給油脂状態

（注）

②　（※２）印の点検は、車両総重量８トン以上の自動車に限る。

電気装置

バック・プレート

ブレーキ・ディスク及びパッド

連結装置

緩
衝
装
置

ブレーキ・カム

エア・サスペンション

ショック・アブソーバ

リレー・エマージェンシ・バルブ

ブレーキ・チャンバ

制
　
　
動
　
　
装
　
　
置

①　（※１）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が３月当たり
　　２千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わ
　　なかった場合を除き、行わないことができる。

ホイール

その他

エア・コンプレッサ

車枠及び車体

ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー

リーフ・サスペンション

３　月　ご　と
１　２　月　ご　と

（３月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

ホース及びパイプ

駐車ブレーキ機構

ブレーキ・ペダル
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

別表第５（自家用貨物自動車等の定期点検基準）（第２条、第５条関係）

　　点　検　時　期

　点　検　箇　所

操作具合

取付けの緩み

１．緩み、がた及び損傷
２．ボール・ジョイントのダスト・ブーツ
　　の亀裂及び損傷

連結部のがた

ホイール・アライメント（※１）

ベルトの緩み及び損傷
１．油漏れ及び油量
２．取付けの緩み

１．遊び及び踏み込んだときの床板との
　　すき間（※１）
２．ブレーキの効き具合（※１）

１．遊び及び踏み込んだときの床板との
　　すき間
２．ブレーキの効き具合

１．引きしろ（※１）
２．ブレーキの効き具合（※１）

１．引きしろ
２．ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

液量

機能、摩耗及び損傷

機能

１．エア・クリーナの詰まり
２．機能

ドラムとライニングとのすき間
１．シューの摺動部分及びライニングの
　　摩耗
２．ドラムの摩耗及び損傷

１．ディスクとパッドとのすき間
２．パッドの摩耗
３．ディスクの摩耗及び損傷

１．ドラムの取付けの緩み
２．ドラムとライニングとのすき間
３．ライニングの摩耗
４．ドラムの摩耗及び損傷

機能

走
行
装
置

ホイール・ナット及びホイール・ボルトの
緩み

１．タイヤの状態（※４）
２．フロント・ホイール・ベアリングの
　　がた
３．リア・ホイール・ベアリングのがた

１．スプリングの損傷
２．取付部及び連結部の緩み、がた及び
　　損傷

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷

油漏れ及び損傷

１．ペダルの遊び及び切れたときの床板と
　　のすき間
２．作用

液量

油漏れ及び油量（※４）

連結部の緩み（※４）

１．自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及
　　び損傷
２．継手部のがた
３．センタ・ベアリングのがた

制
　
　
動
　
　
装
　
　
置

ブレーキ・ペダル

リザーバ・タンク

センタ・ブレーキ・ドラム及びライニン
グ

ブレーキ・ディスク及びパッド

クラッチ

ホイール

緩
衝
装
置
コイル・サスペンション

ショック・アブソーバ

トランスミッション及びトランスファ

プロペラ・シャフト及びドライブ・シャ
フト

動
力
伝
達
装
置

１　２　月　ご　と
（６月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

か
じ
取
り
装
置

かじ取り車輪

ナックル

ロッド及びアーム類

ギヤ･ボックス

ハンドル

パワー・ステアリング装置

駐車ブレーキ機構

倍力装置

ホース及びパイプ

ブレーキ・バルブ、クイック・レリー
ズ・バルブ及びリレー・バルブ

６　月　ご　と

マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ
及びディスク・キャリパ

ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー

二重安全ブレーキ機構

リーフ・サスペンション
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

油漏れ及び油量（※４）

１．点火プラグの状態（※４）（※５）
２．点火時期（※８）

ディストリビュータのキャップの状態
（※８）

ターミナル部の接続状態

接続部の緩み及び損傷

１．排気の状態
２．エア・クリーナ・エレメントの状態
　　（※４）
３．エア・クリーナの油の汚れ及び量
　　（※２）

低速及び加速の状態

油漏れ

燃料漏れ

ファン・ベルトの緩み及び損傷 水漏れ

ブローバイ・ガス還元装置
１．メターリング・バルブの状態
２．配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置

１．配管等の損傷（※１）
２．チャコール・キャニスタの詰まり及び
　　損傷（※１）
３．チェック・バルブの機能（※１）

一酸化炭素等発散防止装置

１．触媒反応方式等排出ガス減少装置の
　　取付けの緩み及び損傷
２．二次空気供給装置の機能
３．排出ガス再循環装置の機能
４．減速時排出ガス減少装置の機能
５．配管の損傷及び取付状態

作用

１．取付けの緩み及び損傷（※４）
２．マフラの機能

エア・タンクの凝水
コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及
びアンローダ・バルブの機能

緩み及び損傷

座席ベルトの状態（※３）

シャシ各部の給油脂状態
車載式故障診断装置の診断の結果（※６）
（※７）

（注）①　（※１）印の点検は、大型特殊自動車にあっては、行わなくてもよい。

③　（※３）印の点検は、道路運送法第８０条第１項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。

⑤　（※５）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。

⑥　（※６）印の点検は、大型特殊自動車を除く。

⑧　（※８）印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。

⑨　（※９）印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限り、大型特殊自動

　　　　　　車及び検査対象外軽自動車を除く。

１．導管及び継手部のガス漏れ及び損傷
２．ガス容器及びガス容器附属品の損傷
　 （※９）

ガス容器取付部の緩み及び損傷

デファレンシャル

原
動
機

ばい煙、悪臭のある
ガス、有害なガス等
の発散防止装置

②　（※２）印の点検は、大型特殊自動車に限る。

点火装置

バッテリ

エア・コンプレッサ

その他

エグゾースト・パイプ及びマフラ

冷却装置

警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロス
タ及び施錠装置

電気配線

座席

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

⑦　（※７）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置
　　並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運
　　行装置に係る識別表示（道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る
　　。）の点検をもって代えることができる。

④　（※４）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が６月当たり
　　４千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わ
　　なかった場合を除き、行わないことができる。

燃料装置

潤滑装置

本体

車枠及び車体

電
気
装
置
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

別表第６（自家用乗用自動車等の定期点検基準）（第２条、第５条関係）

　　点　検　時　期

　点　検　箇　所

操作具合

取付けの緩み（※１）

１．緩み、がた及び損傷（※１）
２．ボール・ジョイントのダスト・ブーツ
　　の亀裂及び損傷

ホイール・アライメント（※１）

ベルトの緩み及び損傷
１．油漏れ及び油量
２．取付けの緩み（※１）

１．遊び及び踏み込んだときの床板との
　　すき間
２．ブレーキの効き具合

１．引きしろ
２．ブレーキの効き具合

漏れ、損傷及び取付状態

液漏れ 機能、摩耗及び損傷

１．ドラムとライニングとのすき間
　　（※１）
２．シューの摺動部分及びライニングの
　　摩耗（※１）

ドラムの摩耗及び損傷

１．ディスクとパッドとのすき間
　　（※１）
２．パッドの摩耗（※１）

ディスクの摩耗及び損傷

走
行
装
置

１．タイヤの状態（※１）
２．ホイール・ナット及びホイール・ボ
　　ルトの緩み（※１）

１．フロント・ホイール・ベアリングの
　　がた（※１）
２．リア・ホイール・ベアリングのがた
　　（※１）

緩み、がた及び損傷

油漏れ及び損傷

ペダルの遊び及び切れたときの床板との
すき間

油漏れ及び油量（※１）

連結部の緩み（※１） 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷

油漏れ及び油量（※１）

１．点火プラグの状態（※１）（※２）
２．点火時期（※４）
３．ディストリビュータのキャップの状
　　態（※４）

ターミナル部の接続状態

接続部の緩み及び損傷

ブレーキ・ディスク及びパッド

１　年　ご　と
２　年　ご　と

（１月ごとの点検に次の点検を加えたもの）

か
じ
取
り
装
置

ハンドル

ギヤ･ボックス

ロッド及びアーム類

かじ取り車輪

パワー・ステアリング装置

ホイール

緩
衝
装
置

取付部及び連結部

ショック・アブソーバ

制
　
　
動
　
　
装
　
　
置

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ機構

ホース及びパイプ

マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ
及びディスク・キャリパ

ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー

動
力
伝
達
装
置

クラッチ

トランスミッション及びトランスファ

プロペラ・シャフト及びドライブ・シャ
フト

デファレンシャル

電
気
装
置

点火装置

バッテリ

電気配線
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１．排気の状態
２．エア・クリーナ・エレメントの状態
　　（※１）

油漏れ

燃料漏れ

１．ファン・ベルトの緩み及び損傷
２．水漏れ

ブローバイ・ガス還元装置
１．メターリング・バルブの状態
２．配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置

１．配管等の損傷
２．チャコール・キャニスタの詰まり及び
　　損傷
３．チェック・バルブの機能

一酸化炭素等発散防止装置

１．触媒反応方式等排出ガス減少装置の
　　取付けの緩み及び損傷
２．二次空気供給装置の機能
３．排気ガス再循環装置の機能
４．減速時排気ガス減少装置の機能
５．配管の損傷及び取付状態

取付けの緩み及び損傷（※１） マフラの機能

緩み及び損傷

車載式故障診断装置の診断の結果
（※３）

（注）

③　（※２）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。

⑤　（※４）印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。

　　　　　　

エグゾースト・パイプ及びマフラ

高圧ガスを燃料とする燃料装置等
１．導管及び継手部のガス漏れ及び損傷
２．ガス容器及びガス容器附属品の損傷
　 （※５）

ガス容器取付部の緩み及び損傷

原
動
機

本体

潤滑装置

燃料装置

冷却装置

ばい煙、悪臭のある
ガス、有害なガス等
の発散防止装置

車枠及び車体

その他

②　（※１）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が１年当たり
　　５千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わ
　　なかった場合を除き、行わないことができる。

④　（※３）印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ（かじ取り装置
　　並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運
　　行装置に係る識別表示（道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る
　　。）の点検をもって代えることができる。

①　法第６１条第２項の規定により自動車検査証の有効期間を３年とされた自動車にあっては、２年目の点検は
　１年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、３年目の点検は２年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。

⑥　（※５）印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限る。

- 56 -



４．自動車点検に関する手引きについて

（1）日常点検の実施の方法
日常点検は、ユーザーの皆さんが、日頃自動車を使用していく中で、自分自身の責任において行

う点検です。この点検は、ユーザーの皆さん自身が運転席にすわったり、エンジンルームをのぞい

たり、また、自動車の周りを回りながら自動車の状態をみることによって容易に実施可能なものを

中心としています。

「自家用乗用など」に分類される自動車のユーザーの皆さんは、走行距離や運行時の状態などから

判断した適切な時期に、例えば、行楽や帰省などの高速道路を利用した長距離走行の前や、洗車・

給油を行うときなどを一つの目安に実施することが必要です。なお、全ての点検項目をまとめて実

施する必要はありません。タイヤの点検などは機会あるごとに行うのがよく、使用期間の長いバッ

テリーなども注意を払うのがよいでしょう。

また、「自家用貨物車など」と「事業用など」に分類される自動車については、一日－回、その

運行の開始前に実施することが必要です。『これは大型のトラックやバス、タクシーなどの自動車

は、多くの人や物を運搬し、公共性が高いことなどから、より確実な点検を実施していただくため

のものです。』特に安全上重要な装置であるタイヤ、ブレーキ等に関しては、大型車を対象として、

機構に応じたより丁寧な点検を適切な時期に実施することが必要です。

ここでは、以上の点を踏まえて標準的な点検の実施の方法について説明しています。

日常点検の実施方法 【平成１９年３月１４日国土交通省告示第３１７号】

点 検 箇 所 点 検 項 目 点 検 の 実 施 の 方 法

運行中の異状箇所 当該箇所の異状 ○ 前日又は前回の運行中に異状を認めた

箇所について、運行に支障がないかを点

検します。

ブレーキ・ペタル 踏みしろ、ブレーキ ○ エンジンをかけた状態でブレーキ・ペ

運 のきき ダルをいっぱいに踏み込んだとき、床板

とのすき間(踏み残りしろ)や踏みごたえ

転 が適当であるかを点検します。

床板とのすき間が少なくなってい

席 るときや、踏みごたえがやわらかく

感じるときは、ブレーキ液の液漏れ、

で 空気の混入によるブレーキのきき不

良のおそれがあります。

の ○ トラック、バスなどのエア・ブレーキ

が装着されている自動車にあっては、踏

点 みしろの点検は不要です。

なお、「車の周りからの点検」の欄を

検 参照してください。

〇 ブレーキ・ペダルの操作量の異常を検

知するセンサが装着されている自動車に

あっては、スキャンツールによる車載式

故障診断装置の診断の結果を読み取るこ

と又は制動装置に係る識別表示が異常を

示す点灯をしていないかを目視により確

認することにより点検することができま

す。

駐車ブレーキ・レバー 引きしろ(踏みしろ) ○ パーキング・ブレーキ・レバーをいっ

(パーキング・ ブレー ぱいに引いた(踏んだ)とき、引きしろ(

キ・レバー) 踏みしろ)が多すぎたり、少なすぎたり

しないかを点検します。

○ トラック、バスなどにおいて用いられ

るホイールパーク式(空気式車輪制動型)

にあっては、エンジンをかけて規定の空

気圧の状態で、レバーを駐車位置まで引

Ⅷ．自動車点検基準関係について
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いたとき、レバーが固定され、空気の排

出音が聞こえるかを点検します。

○ 電動式駐車ブレーキが装着されている

自動車にあっては、スキャンツールによ

る車載式故障診断装置の診断の結果を読

み取ること又は制動装置に係る識別表示

が異常を示す点灯をしていないかを目視

により確認することにより点検します。

タイヤ 空気圧 ○ タイヤ空気圧監視装置が装着されてい

る自動車にあっては、当該装置に係る空

気圧表示を目視により確認することによ

り、空気圧値が規定値であるかを点検す

ることができます。

原動機(エンジン) ※かかり具合、異音 ○ エンジンが速やかに始動し、スムーズ

に回転するかを点検します。また、エン

運 ジン始動時及びアイドリング状態で、異

音がないかを点検します。

転 ※低速、加速の状態 ○ エンジンを暖機させた状態で、アイド

リンク時の回転がスムーズに続くかを点

席 検します。

○ エンジンを徐々に加速したとき、アク

で セル・ペダルに引っ掛かりがないか、ま

た、エンスト、ノッキングなどを起こす

の ことなくスムーズに回転するかを走行す

るなどして点検します。

点 ウインド・ウォッシャ ※噴射状態 ○ ウインド・ウォッシャ液の噴射の向き

及び高さが適当かを点検します。

検 ワイパー ※拭き取りの状態 ○ ワイパーを作動させ、低速及び高速の

各作動が不良でないかを点検します。

○ きれいに拭き取れるかを点検します。

◎空気圧力計 空気圧力の上がり具合 ○ エンジンをかけて、空気圧力の上がり

具合が極端に遅くないかを点検します。

また、空気圧力が空気圧力計の表示に

示された範囲にあるかを点検します。

◎ブレーキ・バルブ 排気音 ○ ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した

場合に、ブレーキ・バルブからの排出音

が正常であるかを点検します。

エ ウインド・ウォッシャ ※液量 ○ ウィンド・ウォッシャ液の量が適当か

ン ・タンク を点検します。

ジ ブレーキのリザ一バ・ 液量 ○ リザーバ・タンク内の液量が規定の範

ン タンク 囲(MAX ～ MIN など)にあるかを点検し
ル ますー

バッテリ ※液量 ○ バッテリ各槽の液量が規定の範囲(UPP
ム ER ～ LOWER など)にあるかを車両を揺
の らすなどして点検します。

点 ラジエータなどの冷却 ※水量 ○ リザーバ・タンク内の冷却水の量が規

検 装置 定の範囲(MAX ～ MIN など)にあるかを
点検します。

エ 冷却水の量が著しく減少している

ン ときは、ラジエータ、ラジエータ・

Ⅷ．自動車点検基準関係について
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Ⅷ．自動車点検基準関係について

ジ ホースなどからの水漏れのおそれが

ン あります。

ルー

潤滑装置 ※エンジン・オイルの ○ エンジン・オイルの量がオイル・レベ

ム 量 ル・ゲージにより示された範囲内にある

の かを点検します。

点 △ファン・ベルト ※張り具合、損傷 ○ ベルトの中央部を手で押し、ベルトが

検 少したわむ程度であるかを点検します。

○ ベルトに損傷がないかを点検します。

灯火装置、方向指示器 点灯・点滅具合、 ○ エンジン・スイッチを入れ、前照灯、

汚れ、損傷 制動灯などの灯火装置の点灯具合や方向

指示器の点滅具合が不良でないかを点検

します。

○ レンズや反射器に汚れや変色、損傷な

どがないかを点検します。

タイヤ 空気圧 ○ タイヤの接地部のたわみの状態により

空気圧が不足していないかを点検します

扁平チューブレスタイヤなどのよう

車 にたわみの状態により空気圧不足が分

かりにくいものや、長距離走行や高速

の 走行を行う場合には、タイヤゲージを

用いて点検します。

周 なお、タイヤ空気圧監視装置が装着さ

れている自動車にあっては、「運転席で

り の点検」の欄に示された方法に代えるこ

とができます。

か □取付けの状態 ○ ディスク・ホイールの取付状態につ

いて、目視により次の点検を行います

ら ●ホイール・ナットの脱落、ホイール・

ボルトの折損等の異状がないか。

の ●ホイール・ボルト付近にさび汁が出た

痕跡はないか。

点 ●ホイール・ナットから突出しているホ
イール・ボルトの長さに不揃いはないか。

検 ○ ディスク・ホイールの取付状態につ

いて、ホイール・ボルトの折損、ホイ

ール・ナットの緩み等がないかを点検

ハンマなどを使用して点検します。
なお、ＩＳＯ方式のホイール・ナットの

緩みの点検にあっては、ホイール・ナッ

ト及びホイール・ボルトへのマーキング

を施しマーキングのずれを目視により確

認する方法又はホイール・ナットの回転

を指示するインジケータを装着しインジ

ケータ相互の指示のずれやインジケータ

連結部の変形を目視により確認する方法

に代えることができます。ただし、ホイ

ール・ナット及びホイール・ボルトを一

体で覆うインジケータにあっては、目視

によりディスク・ホイールの取付状態を

点検する際に、インジケータを取り外し

て点検しなければならないことに注意し

てください。

車
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亀裂、損傷 ○ タイヤの全周に著しい亀裂や損傷がな

の いかを点検します。また、タイヤの全周

にわたり、釘、石、その他の異物が刺さ

周 ったり、かみ込んでいないかを点検しま

す。

り 異状な摩耗 ○ タイヤの接地面が異状に摩耗していな

いかを点検します。

か ※溝の深さ ○ 溝の深さに不足がないかをウェア・イ

ンジケータ(スリップ・サイン)などによ

ら り点検します。

◎ エア・タンク タンク内の凝水 ○ ドレン・コックを開いて、タンクに水

の がたまっていないかを点検します。

◎(ブレーキ・ペダル) ※(踏みしろ、ブレー ○ トラック、バスなどのエア・ブレーキ

点 キのきき) が装着されている自動車にあっては、運

行状況により適切な時期にブレーキ・チ

検 ャンバのロッドのストロークと、ブレー

キ・ドラムとライニングとのすき間につ

いて、次の点検を行います。

● ブレーキ・ドラムとライニングの

すき間が手動調整方式のものにあっ

ては、規定の空気圧の状態で、ブレ

一キ・ペダルを数回操作し、ブレー

キ・シューを安定させた後、点検孔

のあるものはシックネス・ゲージに

より、また、点検孔のないものはア

ジャスタにより、すき間を点検しま

す。

● フル・エア・ブレーキが装着され

ている自動車にあっては、規定の空

気圧の状態で補助者にブレーキ・ペ

ダルをいっぱいに踏み込ませ、ブレ

ーキ・チャンバのロッドのストロー

クが規定の範囲にあるかをスケール

などにより点検します。

(注) １ ※印の点検項目は、「自家用貨物など」、「事業用など」に分類される自動車にあっても、

自動車の走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に行えばよいものです。

２ ◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検してください。

３ △印の点検箇所は、「自家用乗用など」に分類される自動車にあっては、定期点検の際

に実施するなどしてください。

４ □印の点検項目は、「大型車」の場合に点検してください。
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３
ヶ

月

（

別
表
３
）

３
ヶ

月

（

別
表
４
）

６
ヶ

月

（

別
表
５
）

６
ヶ

月

（

別
表
５
の
2
）

１
年

（

別
表
６
）

１
年

（

別
表
７
）

初
回

２
回
目
以
降

軽自動車 ２年 ← 貨物軽運送事業者（マイカー型）

１年 ← バス、タクシー、ハイヤー

２年 ← 福祉タクシー

１年 ←

１年 ←

２年 １年

２年 １年

２年 ←

３年 ２年

２年 ← 霊柩

１年 ← 霊柩車バス形状

２年 ← 霊柩

１年 ←

１年 ←

２年 １年

２年 １年

２年 ←

１年 ← マイクロバス

１年 ← 園児送迎車（定員は大人換算）

２年 １年

２年 ←

２年 １年

２年 １年 250ｃｃを超えるバイク（三輪バイクを含む）

無 ← 126ｃｃ以上250ｃｃ以下のバイク（三輪バイクを含む）

２年 １年 キャンピング車

ＧＶＷ８トン以上 １年 ←

ＧＶＷ８トン以上トレーラ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ２年 １年

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ２年 １年

２年 ←

２年 １年 ホイール･クレーン

２年 １年 フォーク・リフト

ＧＶＷ８トン以上 １年 ←

ＧＶＷ８トン以上トレーラ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ２年 １年

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ２年 １年

無 ← そり付き、カタピラ付軽自動車

１年 ←

１年 ←

２年 １年

２年 １年

２年 ←

１年 ← マイクロバス

１年 ← 園児送迎車（定員は大人換算）

３年 ２年

３年 ２年

２年 ←

３年 ２年 250ｃｃを超えるバイク（三輪バイクを含む）

無 ← 126ｃｃ以上250ｃｃ以下のバイク（三輪バイクを含む）

２年 ← キャンピング車、教習車（乗用）、消防車

ＧＶＷ８トン以上 １年 ←

ＧＶＷ８トン以上トレーラ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ２年 １年

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ２年 １年

２年 ←

２年 ← ホイール･クレーン

２年 ← フォーク・リフト

ＧＶＷ８トン以上 １年 ←

ＧＶＷ８トン以上トレーラ １年 ←

ＧＶＷ８トン未満 ２年 １年

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ２年 １年

無 ← そり付き、カタピラ付軽自動車

（注）１．点検整備記録簿の保存期間は　●印：２年　　○印：１年

　　　２．ＧＶＷ：車両総重量

5. 自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表

定期点検の間隔
検査証の
有効期間

備考（主な車種等）

運
送
事
業
用

乗用 ●

旅
客

普通・小型 ○

軽 ○

貨
物

ＧＶＷ８トン以上 ○

ＧＶＷ８トン未満 ○ 貨物運送事業者のトラック（三輪を含む）

ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○

●

二輪 ●

軽自動車

霊
柩

通常タイプ ○

軽自動車

定員１１名以上 ○

●

レ
ン
タ
カ
ー

貨
物

ＧＶＷ８トン以上 ○

トラック（三輪を含む）

ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○

ＧＶＷ８トン未満 ○

○

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○

定員１１名以上 ○

軽自動車

幼児専用車（定員１０人以下） ○

乗
用

普通・小型 ○

マイカー型軽自動車 ○

三輪 ○

二
輪

小型 ○

検査対象外軽自動車 ○

特
種

普通・小型 ○

軽自動車 ○

貨
物

○

タンク車、冷蔵冷凍車

○

○

○

大
特

ＧＶＷ８トン以上 ○

ＧＶＷ８トン未満 ○

貨
物

○

ストラドル・キャリヤ、ポール・トレーラ
○

○

○

検査対象外軽自動車 ○

自
家
用
自
動
車

貨
物

ＧＶＷ８トン以上 ○

トラック（三輪を含む）

ＧＶＷ８トン以上トレーラ ○

ＧＶＷ８トン未満 ○

ＧＶＷ８トン未満トレーラ ○

軽自動車 ●

幼児専用車（定員１０人以下） ○

定員１１名以上 ○

乗
用

普通・小型

三輪 ○

●

一般の乗用車（マイカー）軽自動車 ●

二
輪

小型 ●

検査対象外軽自動車 ●

特
種

普通・小型 ○8t以上 ○8t未満

軽自動車

貨
物

○
タンク車、散水車、現金輸送車、ボート・トレー
ラ、コンクリート・ミキサー車、冷蔵冷凍車、活
魚運搬車、給水車

○

○

○

●

大
特

ＧＶＷ８トン以上 ○

ＧＶＷ８トン未満 ○

貨
物

○

○
ストラドル・キャリヤ、ポール・トレーラ

○

○

検査対象外軽自動車 ○

点検区分等

対象車種
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                        Ⅸ．貸切バス予防整備ガイドライン 

 

 

Ⅸ．貸切バス予防整備ガイドライン 

「貸切バス予防整備ガイドライン」を策定しました 

～貸切バス事業者が行うべき予防整備の基準事例を示します～ 

（平成２９年３月報道発表） 

 
 

１． 本ガイドライン策定の背景 
平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度 

とこのような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会に 

おいて徹底的な再発防止策について検討が行われ、６月３日にとりまとめられた「安 

全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえたものです。 

 

２．本ガイドラインについて 

本ガイドラインでは、貸切バス事業者が法定点検に加え、予防整備（不具合発生の 

予防も含めた十分な整備）を定期的に実施するための整備サイクル表を定める上での 

参考となるよう、優良事業者の実績等を元に整備項目等の交換基準事例を示していま 

す。貸切バス事業者は、以下の２項目について実施してください。 

 

（１）交換基準事例を参考にした整備サイクル表の作成 

貸切バス事業者は交換基準事例を参考にバスの構造・装置に応じ項目を選定すると 

ともに、それぞれの事業者の状況を考慮し定期交換等の期間・距離を設定し、整備サ 

イクル表を作成 

 

（２）整備サイクル表に基づく整備実施記録簿の作成 

貸切バス各事業者は整備実施記録簿を用意し、整備サイクル表に基づく定期交換等 

の実施状況を記録 

 

※『貸切バス予防整備ガイドライン』 

【ダウンロードはこちら】 https://www.mlit.go.jp/common/001177959.pdf 

 

国土交通省では、貸切バスの車両整備の強化を図るため、貸切バス事業者が定め

るべき予防整備の基準事例を示すべく、「貸切バス予防整備ガイドライン」（以下

「本ガイドライン」という。）を策定しました。 

- 62 -



Ⅹ．大型車の冬用タイヤとチェーンについて 

 

 

Ⅹ．【お知らせ】大型車の冬用タイヤとチェーンについて 
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